
【⇒裏面もご確認ください。】 

認定先端設備等導入計画書に基づいて取得した 
償却資産の課税における特例について  

 

 中小事業者等が先端設備等導入計画により新たに設備を取得した場合、一定の要件を満たす設備につ

いて、固定資産税の特例措置を受けられることがあります。この特例措置は、令和４年度で終了する予定

でしたが、令和５年度から令和６年度までの期間で新たな特例制度が創設されました。 

 固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けた後、償却資産の申告の

際に税務課へ「固定資産税特例適用申請書」の提出が必要です。 

 
 
（１）制度における変更点及び留意点 
   

① 令和５年３月３１日取得分までの特例率はゼロですが、新制度では２分の１となります。 
賃上げ表明を行うことで、３分の１の特例率が適用されます。 
 
賃上げ表明 設備の取得時期 特例適用期間 特例率 
━ R3.4.1～R5.3.31 ３年間 ゼロ 
無 R5.4.1～R7.3.31 ３年間 ２分の１ 
有 R5.4.1～R6.3.31 ５年間 ３分の１ 
有 R6.4.1～R7.3.31 ４年間 ３分の１ 

 
 

② 設備の要件が、令和５年３月３１日取得分までは、一定期間内に発売されたモデルかつ生産性に
関する指標が年１％以上向上するものから、令和５年４月１日取得分からは、年平均の投資利率
が５％以上になることが見込まれる投資計画に記載された設備へ変更となります。 

 
 

③ 対象設備は、それぞれの取得年月日によって以下のとおりです。 
 
令和５年３月３１日以前取得分 令和５年４月１日以降取得分 
機械装置、工具、器具、備品、建物付属設備、
構築物、事業用家屋 

機械装置、工具、器具、備品、建物付属設備 

 
 

（２）取得日が令和３年４月１日から令和５年３月３１日の場合 

中小事業者等が、中小企業等経営強化法における工業会または商工会等からの認定を受けて策定

した先端設備等導入計画に基づき、取得した新規の設備について、一定の要件を満たす設備には課

税標準の特例が適用されます。(旧地方税法附則第６４条） 

 

〔適用期間〕 

新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から３年度分 
 

〔軽減内容〕 

課税標準額がゼロに軽減 
 

〔提出書類〕 

① 固定資産税特例適用申請書 
②「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し 
③「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し 
④「先端設備等導入計画に関する確認書」の写し 
⑤ 工業会等が発行した生産性向上要件を満たすことの証明書の写し 
＜申告者がリース会社の場合は、以下の書類が必要です。＞ 
⑥ リース契約書の写し 
⑦ 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し 
 
 



           

 

（３）取得日が令和５年４月１日から令和７年３月３１日の場合 
中小事業者等（租税特別措置法第１０条第８項第６号または同法第４２条の４第１９項第７号に

規定されるものに限る）が、中小企業等経営強化法における商工会等からの認定を受けて策定した

先端設備等導入計画に基づき、取得した新規の設備について、一定の要件を満たす設備には課税標

準の特例が適用されます。(地方税法附則第１５条第４５項） 

   

〔適用期間〕 

新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から３年度分 

 

 ＜賃上げ表明を行った場合＞ 

Ⅰ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日までに取得した場合 
新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から５年度分 

Ⅱ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに取得した場合 
新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から４年度分 
 

〔軽減内容〕 

課税標準額が２分の１に軽減 
 

＜賃上げ表明を行った場合＞ 

Ⅰ：令和５年４月１日から令和６年３月３１日までに取得した場合 
課税標準額が３分の１に軽減 

Ⅱ：令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに取得した場合 
課税標準額が３分の１に軽減 

 

〔提出書類〕 

①  固定資産税特例適用申請書 
② 「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し 
③ 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し 
④ 「先端設備等導入計画に関する確認書」の写し 
⑤ 「投資計画に関する確認書」の写し 
＜賃上げ方針を表明する場合は、⑥の書類が必要です。＞ 
⑥  従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 
＜申告者がリース会社の場合は、⑦及び⑧の書類が必要です。＞ 
⑦  リース契約書の写し 
⑧  公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し 

 
 
 
 ※ 先端設備等導入計画の策定等の手続きについては、中小企業庁のホームページをご覧ください。

（下記 URL及び二次元コードを参照ください。） 
  
   ・中小企業庁ホームページ「先端設備等導入計画による支援」 
   （https://www.chusyo.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.htxl） 
 
 
 

＜お問い合わせ先＞ 

〒716-1192 

岡山県加賀郡吉備中央町豊野 1-2 

 【先端設備等導入計画の認定について】 

吉備中央町協働推進課（TEL：0866-54-1301） 

【固定資産税の特例措置について】 

吉備中央町税務課  （TEL：0866-54-1315） 


